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建設業許可：国土交通大臣許可（特-2）第22015号
宅地建物取引業免許：国土交通大臣（9）第3284号※1

※1.表記の免許番号は2022年3月1日時点で更新申請中になります。







地盤補強工事の工法の例

※建築現場は大変危険です。許可なく立ち入らないでね。
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住宅の基礎となる部分を油圧ショベルで掘削して作るのが「根切り
（ねぎり）」です。この後に砕石を敷きつめ、それを締め固め全面を防湿
シートで覆い、最後に墨出しの基準となる捨てコンクリートの打設を
行います。









※1.昨今のウッドショックにより、一部無垢材を使用。
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構造材をつなぎ止める接合部にはホールダウン金物や、羽子板ボ
ルトといった耐震金物を採用。基礎・土台・柱など接合部ごとに異
なる金物を活用し、構造体をしっかりと緊結することで目に見えな
い部分で耐震性能を向上させています。
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一建設では、住宅性能評価制度「構造の安定に関すること」における
耐震等級で、最高等級（等級３）の基準にて耐力壁（耐力面材等）を設計
しております。これは数百年に一度発生すると想定される大地震に対し
て、建物が倒壊・損傷しないようにすることです。
※現場によって、耐力面材工法ではなく筋交工法を採用している物件がございます。
　詳細は物件の担当営業所にお問い合わせください。
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お客様に安心・安全な住宅を供給するため、建築中には基礎・構造・屋
外防水検査等の第三者、ならびに性能評価機関の厳格な品質・法的検
査が実施されています。

屋根には重さが陶器瓦の約1/2以下のスレートを採用。屋根を軽くする
ことで住宅の負担を少なくすることができ、耐久性が向上します。
※一部の地域では屋根材にアスファルトシングル材と呼ばれる物や板金屋根を使用している所も
あり、いずれもスレートより軽い材料で葺いています。
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※地域によっては、日射取得型のガラスの場合があります。
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壁や天井の石膏ボードをしっかり固定できるように、金属・木材などで
下地を組んでいきます。
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完成後６ヶ月後、２年後、５年後、10年後の計4回、無料定期点検を実施して
います。また主要な構造部分には10年間の保証があり、最大35年保証まで
延長も可能です。　※延長保証には、建物を適正に維持管理するため、お引渡しから5年ごとに建
物無料診断を行い、診断結果により導き出された有償修繕工事を当社（指定工事店）にて行うことが条件
となります。条件を満たされた場合に、5年間の延長保証書を発行いたします。 ※物件毎に相違あり。
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住宅性能評価

住宅性能表示制度とは、国土交通省が指定した第三者機関が、
定められた指標に基づいて住宅の安心・安全の度合いを客観的
に評価する制度。

設計段階に交付される『設計住宅性能評価書』及び、完成段階に
交付される『建設住宅性能評価書』は専門知識のない方にも建物
の性能が分かる、いわば『住宅の鑑定書』のようなものです。

一建設の住まいは、この住宅性能評価書の４分野６項目におい
て最高等級を取得。2 0 2 2年 4月時点の完成物件においては
対象物件※1全棟で設計・建設住宅性能評価を取得しています。

※1.分譲戸建て住宅には、注文住宅など請負によるもの及び海外物件、仲介物件は含みません。

地震に対する構造躯体の損傷
（大規模な修復工事を要する程度の損傷）
のしにくさ

地震に対する構造躯体の倒壊
崩壊等のしにくさ

構造躯体等に使用する材料の交換等
大規模な改修工事を必要とするまでの期間を
伸長するため必要な対策の程度

専用の給排水管・給湯管及びガス管の
維持管理（清掃、点検及び改修）を容易とする
ための必要な対策の程度

暴風に対する構造躯体の崩壊、
倒壊等のしにくさ及び
構造躯体の損傷の生じにくさ

居室の内装の仕上げ等からのホルムアルデヒド
の発散量を少なくする対策の程度







■九州エリア
［福岡県］　福岡営業所

香椎営業所
福岡西営業所
北九州営業所
小倉営業所
九州開発課
住宅展示場 春日店

［佐賀県］　鳥栖営業所
［熊本県］ 熊本営業所

熊本注文住宅課 ■沖縄エリア
［沖縄県］ 沖縄営業所

■東北エリア
［宮城県］ 仙台中央店

仙台営業所
仙台南営業所
名取りんくう営業所
名取りんくう注文住宅課
住宅展示場 仙台泉店

［福島県］ 郡山営業所
福島営業所
いわき営業所

■中部・東海エリア
［静岡県］　浜松営業所　静岡営業所

三島営業所
浜松注文住宅課

［愛知県］　 名古屋店　　半田営業所
豊田営業所　東海営業所
岡崎営業所　豊橋営業所
刈谷店　　　春日井営業所
一宮営業所　北名古屋営業所　
犬山営業所　
刈谷店注文住宅課　一宮注文住宅課
豊田注文住宅課

［岐阜県］　岐阜店
多治見営業所

［三重県］　四日市営業所
［新潟県］　新潟営業所
［長野県］　長野営業所

長野注文住宅課

■近畿エリア
［滋賀県］   草津営業所　彦根営業所
［奈良県］ 奈良営業所　橿原営業所
［大阪府］    大阪店　東大阪営業所

堺営業所　平方営業所
堺注文住宅課

［京都府］　京都営業所
［兵庫県］　西宮営業所　明石営業所

神戸営業所　姫路営業所
住宅展示場 西宮店

■中国エリア
［岡山県］ 岡山営業所

　　　　  倉敷営業所
倉敷注文住宅課

［広島県］ 広島営業所
［香川県］ 高松営業所
［山口県］ 山口営業所　

■関東エリア
［茨城県］　古河営業所　水戸営業所

ひたちなか営業所
　　　　　住宅展示場 水戸赤塚店

［栃木県］　宇都宮営業所　小山営業所
［群馬県］　前橋営業所　 高崎営業所

高崎西営業所　太田営業所
　　　　　住宅展示場 高崎店

［埼玉県］      大宮店　　　   志木営業所　所沢営業所
川越営業所　武里営業所　七里営業所

　　　　　鴻巣営業所　越谷営業所　熊谷営業所
　　　　　川口営業所　蓮田営業所　戸田公園営業所
　　　　　八潮営業所　
　　　　　住宅展示場 ふじみ野店　住宅展示場 春日部店

［千葉県］　千葉営業所　船橋営業所　松戸営業所
浦安営業所　柏営業所　　市原営業所
千葉中央営業所
千葉中央注文住宅課

［東京都下］

［神奈川県］

本店　　　　　志村営業所　板橋営業所
桜新町営業所　池上営業所　西新井営業所
高砂営業所　　葛西営業所　江東営業所
本店注文住宅課

［東京23区］

横浜営業所　宮前平営業所　川崎営業所
大和営業所　藤沢営業所　　平塚営業所
戸塚営業所

町田店　　　　小平営業所　東久留米営業所
立川営業所　　府中営業所　日野営業所
青梅営業所　　橋本営業所　西東京営業所
東村山営業所　多摩営業所
住宅展示場 南町田店
立川注文住宅課
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